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(57)【要約】
【課題】右室流出部における動きの解析品質を向上させ
ることである。
【解決手段】実施形態に係る超音波診断装置は、取得部
と、推定部と、算出部と、出力制御部とを備える。取得
部は、被検体の右心室を含む領域が撮像された少なくと
も１心周期以上にわたるボリュームデータを取得する。
推定部は、前記ボリュームデータを用いて、前記領域に
おける組織の動き情報を推定する。算出部は、前記組織
の動き情報に基づいて、前記右心室に関する壁運動情報
及び容積情報のうち少なくとも一方を含む情報を算出す
る。出力制御部は、前記算出部により算出された情報を
出力する。前記推定部は、前記右心室の流出部である右
室流出部の第１動き情報を、前記右室流出部の近傍にあ
り前記右室流出部と近しい動きを示す部位の第２動き情
報を用いて補正する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の右心室を含む領域が撮像された少なくとも１心周期以上にわたるボリュームデ
ータを取得する取得部と、
　前記ボリュームデータを用いて、前記領域における組織の動き情報を推定する推定部と
、
　前記組織の動き情報に基づいて、前記右心室に関する壁運動情報及び容積情報のうち少
なくとも一方を含む情報を算出する算出部と、
　前記算出部により算出された情報を出力する出力制御部と、
　を備え、
　前記推定部は、前記右心室の流出部である右室流出部の第１動き情報を、前記右室流出
部の近傍にあり前記右室流出部と近しい動きを示す部位の第２動き情報を用いて補正する
、
　超音波診断装置。
【請求項２】
　前記推定部は、前記部位として、室上稜及び大動脈弁のうち少なくとも一方を用いる、
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記推定部は、前記第２動き情報のうち血流方向に平行な組織の輪郭方向の成分に関す
る動き情報を用いて、前記第１動き情報のうち血流方向に平行な組織の輪郭方向の成分に
関する動き情報を補正する、
　請求項１又は２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記推定部は、空間的な外挿補間処理を用いて、前記第１動き情報を補正する、
　請求項１～３のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記推定部は、前記第１動き情報及び前記第２動き情報を比較して、前記第１動き情報
を補正するための補正動き情報を算出する、
　請求項１～４のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記推定部は、前記補正動き情報を前記第１動き情報に加算する、
　請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記推定部は、前記部位が室上稜である場合に、前記第２動き情報を用いた外挿補間処
理により前記右室流出部の肺動脈弁レベルの一点の第３動き情報を算出し、算出した第３
動き情報を用いた外挿補間処理により前記右室流出部の肺動脈弁レベルの他の点の第４動
き情報を算出する、
　請求項１～６のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記推定部は、前記部位が大動脈弁である場合に、
　前記右室流出部の肺動脈弁レベルの一点における前記第１動き情報及び前記大動脈弁の
弁輪部位における前記第２動き情報を用いた外挿補間処理により、前記肺動脈弁レベルの
円周上の他の点の第３動き情報を算出し、
　算出した前記肺動脈弁レベルの円周上の前記第１動き情報及び前記第３動き情報を用い
た外挿補間処理により、前記右室流出部の室上稜レベルの円周上の各点の第４動き情報を
算出する、
　請求項１～６のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記推定部は、前記右心室の心尖部と前記部位との間の長さの変化率、及び、前記部位
と前記部位の近傍で右室流出部に概平行な方向にある点との間の長さの変化率のうち、少
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なくとも一方の変化率を用いて前記第２動き情報を算出する、
　請求項１～８のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記推定部は、前記第１動き情報の大きさと、前記第２動き情報の大きさとを比較して
、前記第１動き情報の大きさが大きい場合には、前記補正動き情報をゼロとし、前記第１
動き情報の大きさが小さい場合には、前記第２動き情報の大きさに対する前記第１動き情
報の大きさの程度に応じて、前記補正動き情報を調整する、
　請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記推定部は、前記大動脈弁の弁輪部位を設定し、設定した大動脈弁の弁輪部位の動き
情報を、テンプレートマッチングを含む処理により算出する、
　請求項８に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記推定部は、前記第２動き情報として、前記大動脈弁の弁輪部位の大動脈血管の軸方
向への動き情報成分を用いる、
　請求項８又は１１に記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記推定部は、前記部位として室上稜及び大動脈弁を用いる場合に、前記室上稜から得
られる動き情報と前記大動脈弁から得られる動き情報とを組み合わせて前記第２動き情報
を算出する、
　請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　前記推定部は、前記室上稜及び前記大動脈弁から得られる動きに関する品質指標を用い
て定義される重みを用いた重み付け平均処理に基づく動き情報、若しくは、前記室上稜及
び前記大動脈弁から得られる動きのうち大きさが大きい方の動き情報を、前記第２動き情
報として算出する、
　請求項１３に記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　被検体の右心室を含む領域が撮像された少なくとも１心周期以上にわたるボリュームデ
ータを取得する取得部と、
　前記ボリュームデータを用いて、前記領域における組織の動き情報を推定する推定部と
、
　前記組織の動き情報に基づいて、前記右心室に関する壁運動情報及び容積情報のうち少
なくとも一方を含む情報を算出する算出部と
　前記算出部により算出された情報を出力する出力制御部と
　を備え、
　前記推定部は、前記右心室の流出部である右室流出部の第１動き情報を、前記右室流出
部の近傍にあり前記右室流出部と近しい動きを示す部位の第２動き情報を用いて補正する
、
　医用画像処理装置。
【請求項１６】
　被検体の右心室を含む領域が撮像された少なくとも１心周期以上にわたるボリュームデ
ータを取得し、
　前記ボリュームデータを用いて、前記領域における組織の動き情報を推定し、
　前記組織の動き情報に基づいて、前記右心室に関する壁運動情報及び容積情報のうち少
なくとも一方を含む情報を算出し、
　算出した情報を出力する、
　各処理をコンピュータに実行させ、
　前記動き情報を推定する処理は、前記右心室の流出部である右室流出部の第１動き情報
を、前記右室流出部の近傍にあり前記右室流出部と近しい動きを示す部位の第２動き情報
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を用いて補正する、
　医用画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置、医用画像処理装置及び医用画像処理プログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体の部位（例えば心臓等の臓器）の機能を客観的かつ定量的に評価するため
に、部位が撮像された３次元動画データを解析する技術が種々提案されている。例えば、
超音波診断装置においては、心機能を評価するために、心臓壁の動きを解析する壁運動解
析（Wall　Motion　Tracking：ＷＭＴ）がある。
【０００３】
　ＷＭＴでは、例えば、体表用の超音波プローブを用いて収集された心臓の３次元動画デ
ータに対し、局所領域のパターンマッチングを用いた追跡処理（トラッキング）が行われ
る。この結果、心臓の左心室や右心室に関する心筋ストレイン（strain）等の解析結果が
出力される。
【０００４】
　ここで、体表用の超音波プローブを用いて心尖アプローチにより右心室を観察する場合
、観察し易い箇所と観察し難い箇所がある。例えば、観察し難い箇所としては、右室流出
部が知られている。実際に、３次元データを収集可能な２次元アレイ超音波プローブを用
いて走査面を回転させて心臓の視認性を調査した例では、右室流出部の視認率は健常例と
疾患例の各々について２３％と７５％であり、とりわけ健常者で右室流出部の描出が困難
であると報告されている。したがって、体表用の超音波プローブで収集された３次元動画
データを用いて右心室の動きを解析する場合、右室流出部における解析品質が高い頻度で
低下してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１２１５４１号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】JS　McGhie　et　al.　“A　Novel　13-Segment　Standardized　Model
　for　Assessment　of　Right　Ventricular　Function　Using　Two-Dimensional　iRo
tate　Echocardiography”,　Echocardiography　2015;33:353-361
【非特許文献２】Atsumi　A　et　al,　“Right　Ventricular　Deformation　Analyses
　Using　a　Three-Dimensional　Speckle-Tracking　Echocardiographic　System　Spec
ialized　for　the　Right　Ventricle”,　J　Am　Soc　Echocardiogr　2016;29(5):402
-411
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、右室流出部における動きの解析品質を向上させるこ
とができる超音波診断装置、医用画像処理装置及び医用画像処理プログラムを提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態に係る超音波診断装置は、取得部と、推定部と、算出部と、出力制御部とを備
える。取得部は、被検体の右心室を含む領域が撮像された少なくとも１心周期以上にわた
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るボリュームデータを取得する。推定部は、前記ボリュームデータを用いて、前記領域に
おける組織の動き情報を推定する。算出部は、前記組織の動き情報に基づいて、前記右心
室に関する壁運動情報及び容積情報のうち少なくとも一方を含む情報を算出する。出力制
御部は、前記算出部により算出された情報を出力する。前記推定部は、前記右心室の流出
部である右室流出部の第１動き情報を、前記右室流出部の近傍にあり前記右室流出部と近
しい動きを示す部位の第２動き情報を用いて補正する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である
。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る推定機能により設定される初期輪郭について説明
するための図である。
【図３】図３は、室上稜について説明するための図である。
【図４Ａ】図４Ａは、第１の実施形態に係る推定機能の処理を説明するための図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、第１の実施形態に係る推定機能の処理を説明するための図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る推定機能の処理を説明するための図である。
【図６Ａ】図６Ａは、第１の実施形態に係る推定機能による動き補正による影響を説明す
るための図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、第１の実施形態に係る推定機能による動き補正による影響を説明す
るための図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、第１の実施形態に係る推定機能による動き補正による影響を説明す
るための図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理手順を示すフローチャート
である。
【図８】図８は、肺動脈弁及び大動脈弁の位置関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、実施形態に係る超音波診断装置、医用画像処理装置及び医用画
像処理プログラムを説明する。
【００１１】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成例を示すブロック図である。図
１に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、装置本体１００と、超音波
プローブ１０１と、入力装置１０２と、ディスプレイ１０３と、心電計１０４とを有する
。超音波プローブ１０１、入力装置１０２、ディスプレイ１０３、及び心電計１０４は、
装置本体１００と通信可能に互いに接続される。
【００１２】
　超音波プローブ１０１は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、装置
本体１００が有する送受信回路１１０から供給される駆動信号に基づき超音波を発生する
。また、超音波プローブ１０１は、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する
。また、超音波プローブ１０１は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後
方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有する。なお、超音波プローブ１０１は
、装置本体１００と着脱自在に接続される。
【００１３】
　超音波プローブ１０１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被
検体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号
として超音波プローブ１０１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射
波信号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存す
る。なお、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された
場合の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依
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存して、周波数偏移を受ける。
【００１４】
　例えば、本実施形態では、被検体Ｐの３次元走査用に、メカニカル４Ｄプローブや２Ｄ
アレイプローブが超音波プローブ１０１として装置本体１００と接続される。メカニカル
４Ｄプローブは、１Ｄアレイプローブのように一列で配列された複数の圧電振動子を用い
て２次元走査が可能であるとともに、複数の圧電振動子を所定の角度（揺動角度）で揺動
させることで３次元走査が可能である。また、２Ｄアレイプローブは、マトリックス状に
配置された複数の圧電振動子により３次元走査が可能であるとともに、超音波を集束して
送受信することで２次元走査が可能である。
【００１５】
　入力装置１０２は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドス
クリーン、フットスイッチ、トラックボール、ジョイスティック等を有し、超音波診断装
置１の操作者からの各種設定要求を受け付け、装置本体１００に対して受け付けた各種設
定要求を転送する。
【００１６】
　ディスプレイ１０３は、超音波診断装置１の操作者が入力装置１０２を用いて各種設定
要求を入力するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１
００において生成された超音波画像データ等を表示したりする。また、ディスプレイ１０
３は、装置本体１００の処理状況を操作者に通知するために、各種のメッセージを表示す
る。また、ディスプレイ１０３は、スピーカーを有し、音声を出力することもできる。例
えば、ディスプレイ１０３のスピーカーは、装置本体１００の処理状況を操作者に通知す
るために、ビープ音などの所定の音声を出力する。
【００１７】
　心電計１０４は、被検体Ｐの生体信号として、被検体Ｐの心電波形（Electrocardiogra
m：ＥＣＧ）を取得する。心電計１０４は、取得した心電波形を装置本体１００に送信す
る。なお、本実施形態では、被検体Ｐの心臓の心時相に関する情報を取得する手段の一つ
として、心電計１０４を用いる場合を説明するが、実施形態はこれに限定されるものでは
ない。
【００１８】
　装置本体１００は、超音波プローブ１０１が受信した反射波信号に基づいて超音波画像
データを生成する装置である。図１に示す装置本体１００は、超音波プローブ１０１が受
信した３次元の反射波データに基づいて３次元の超音波画像データを生成可能な装置であ
る。なお、３次元の超音波画像データは、「３次元医用画像データ」若しくは「ボリュー
ムデータ」の一例である。
【００１９】
　装置本体１００は、図１に示すように、送受信回路１１０と、Ｂモード処理回路１２０
と、ドプラ処理回路１３０と、画像生成回路１４０と、画像メモリ１５０と、内部記憶回
路１６０と、処理回路１７０とを有する。送受信回路１１０、Ｂモード処理回路１２０、
ドプラ処理回路１３０、画像生成回路１４０、画像メモリ１５０、内部記憶回路１６０、
及び処理回路１７０は、通信可能に互いに接続される。
【００２０】
　送受信回路１１０は、パルス発生器、送信遅延部、パルサ等を有し、超音波プローブ１
０１に駆動信号を供給する。パルス発生器は、所定のレート周波数で、送信超音波を形成
するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、送信遅延部は、超音波プローブ１０
１から発生される超音波をビーム状に集束し、かつ送信指向性を決定するために必要な圧
電振動子ごとの遅延時間を、パルス発生器が発生する各レートパルスに対し与える。また
、パルサは、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１０１に駆動信号（駆
動パルス）を印加する。すなわち、送信遅延部は、各レートパルスに対し与える遅延時間
を変化させることで、圧電振動子面から送信される超音波の送信方向を任意に調整する。
【００２１】
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　なお、送受信回路１１０は、後述する処理回路１７０の指示に基づいて、所定のスキャ
ンシーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を
有している。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ
型の発信回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される
。
【００２２】
　また、送受信回路１１０は、プリアンプ、Ａ／Ｄ（Analog／Digital）変換器、受信遅
延部、加算器等を有し、超音波プローブ１０１が受信した反射波信号に対して各種処理を
行って反射波データを生成する。プリアンプは、反射波信号をチャネル毎に増幅する。Ａ
／Ｄ変換器は、増幅された反射波信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延部は、受信指向性を決
定するために必要な遅延時間を与える。加算器は、受信遅延部によって処理された反射波
信号の加算処理を行って反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波信号
の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより
超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２３】
　送受信回路１１０は、被検体Ｐの３次元領域を走査する場合、超音波プローブ１０１か
ら３次元方向の超音波ビームを送信させる。そして、送受信回路１１０は、超音波プロー
ブ１０１が受信した反射波信号から３次元の反射波データを生成する。
【００２４】
　Ｂモード処理回路１２０は、送受信回路１１０から反射波データを受信し、対数増幅、
包絡線検波処理等を行って、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデー
タ）を生成する。
【００２５】
　ドプラ処理回路１３０は、送受信回路１１０から受信した反射波データから速度情報を
周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、速度、分散、
パワー等の移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００２６】
　なお、図１に例示するＢモード処理回路１２０及びドプラ処理回路１３０は、２次元の
反射波データ及び３次元の反射波データの両方について処理可能である。すなわち、Ｂモ
ード処理回路１２０は、２次元の反射波データから２次元のＢモードデータを生成し、３
次元の反射波データから３次元のＢモードデータを生成する。また、ドプラ処理回路１３
０は、２次元の反射波データから２次元のドプラデータを生成し、３次元の反射波データ
から３次元のドプラデータを生成する。
【００２７】
　画像生成回路１４０は、Ｂモード処理回路１２０及びドプラ処理回路１３０が生成した
データから超音波画像データを生成する。すなわち、画像生成回路１４０は、Ｂモード処
理回路１２０が生成した２次元のＢモードデータから反射波の強度を輝度で表した２次元
Ｂモード画像データを生成する。また、画像生成回路１４０は、ドプラ処理回路１３０が
生成した２次元のドプラデータから移動体情報を表す２次元ドプラ画像データを生成する
。２次元ドプラ画像データは、速度画像、分散画像、パワー画像、又は、これらを組み合
わせた画像である。また、画像生成回路１４０は、Ｂモード処理回路１２０が生成した１
走査線上のＢモードデータの時系列データから、Ｍモード画像データを生成することも可
能である。また、画像生成回路１４０は、ドプラ処理回路１３０が生成したドプラデータ
から、血流や組織の速度情報を時系列に沿ってプロットしたドプラ波形を生成することも
可能である。
【００２８】
　ここで、画像生成回路１４０は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビ等
に代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示
用の超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成回路１４０は、超音波プローブ
１０１による超音波の走査形態に応じて座標変換を行うことで、表示用の超音波画像デー
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タを生成する。また、画像生成回路１４０は、スキャンコンバート以外に種々の画像処理
として、例えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均値画
像を再生成する画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理（エ
ッジ強調処理）等を行う。また、画像生成回路１４０は、超音波画像データに、種々のパ
ラメータの文字情報、目盛り、ボディーマーク等を合成する。
【００２９】
　すなわち、Ｂモードデータ及びドプラデータは、スキャンコンバート処理前の超音波画
像データであり、画像生成回路１４０が生成するデータは、スキャンコンバート処理後の
表示用の超音波画像データである。なお、Ｂモードデータ及びドプラデータは、生データ
（Raw　Data）とも呼ばれる。
【００３０】
　更に、画像生成回路１４０は、Ｂモード処理回路１２０が生成した３次元のＢモードデ
ータに対して座標変換を行うことで、３次元Ｂモード画像データを生成する。また、画像
生成回路１４０は、ドプラ処理回路１３０が生成した３次元のドプラデータに対して座標
変換を行うことで、３次元ドプラ画像データを生成する。すなわち、画像生成回路１４０
は、「３次元のＢモード画像データや３次元ドプラ画像データ」を「３次元超音波画像デ
ータ（ボリュームデータ）」として生成する。
【００３１】
　更に、画像生成回路１４０は、ボリュームデータをディスプレイ１０３にて表示するた
めの各種の２次元画像データを生成するために、ボリュームデータに対してレンダリング
処理を行う。画像生成回路１４０が行うレンダリング処理としては、断面再構成法（ＭＰ
Ｒ：Multi　Planer　Reconstruction）を行ってボリュームデータからＭＰＲ画像データ
を生成する処理がある。また、画像生成回路１４０が行うレンダリング処理としては、ボ
リュームデータに対して「Curved　MPR」を行う処理や、ボリュームデータに対して「Max
imum　Intensity　Projection」を行う処理がある。また、画像生成回路１４０が行うレ
ンダリング処理としては、ボリュームレンダリング（ＶＲ：Volume　Rendering）処理や
サーフェスレンダリング（ＳＲ：Surface　Rendering）処理がある。
【００３２】
　画像メモリ１５０は、画像生成回路１４０が生成した表示用の画像データを記憶するメ
モリである。また、画像メモリ１５０は、Ｂモード処理回路１２０やドプラ処理回路１３
０が生成したデータを記憶することも可能である。画像メモリ１５０が記憶するＢモード
データやドプラデータは、例えば、診断の後に操作者が呼び出すことが可能となっており
、画像生成回路１４０を経由して表示用の超音波画像データとなる。
【００３３】
　なお、画像生成回路１４０は、超音波画像データと、当該超音波画像データを生成する
ために行われた超音波走査の時間とを、心電計１０４から送信された心電波形に対応付け
て画像メモリ１５０に格納する。後述する処理回路１７０は、画像メモリ１５０に格納さ
れたデータを参照することで、超音波画像データを生成するために行われた超音波走査時
の心時相を取得することができる。
【００３４】
　内部記憶回路１６０は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行うための制御プログ
ラムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）や、診断プロトコルや各種ボディ
ーマーク等の各種データを記憶する。また、内部記憶回路１６０は、必要に応じて、画像
メモリ１５０が記憶する画像データの保管等にも使用される。また、内部記憶回路１６０
が記憶するデータは、図示しないインターフェースを経由して、外部装置へ転送すること
ができる。なお、外部装置は、例えば、画像診断を行う医師が使用するＰＣ（Personal　
Computer）や、ＣＤやＤＶＤ等の記憶媒体、プリンター等である。
【００３５】
　処理回路１７０は、超音波診断装置１の処理全体を制御する。具体的には、処理回路１
７０は、入力装置１０２を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶回路１
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６０から読み込んだ各種制御プログラム及び各種データに基づき、送受信回路１１０、Ｂ
モード処理回路１２０、ドプラ処理回路１３０、及び画像生成回路１４０の処理を制御す
る。また、処理回路１７０は、画像メモリ１５０や内部記憶回路１６０が記憶する表示用
の超音波画像データをディスプレイ１０３にて表示するように制御する。
【００３６】
　また、処理回路１７０は、取得機能１７１と、推定機能１７２と、算出機能１７３と、
出力制御機能１７４とを実行する。ここで、取得機能１７１は、取得部の一例である。ま
た、推定機能１７２は、推定部の一例である。また、算出機能１７３は、算出部の一例で
ある。また、出力制御機能１７４は、出力制御部の一例である。なお、処理回路１７０が
実行する取得機能１７１、推定機能１７２、算出機能１７３、及び出力制御機能１７４の
処理内容については、後述する。
【００３７】
　ここで、例えば、図１に示す処理回路１７０の構成要素である取得機能１７１、推定機
能１７２、算出機能１７３、及び出力制御機能１７４が実行する各処理機能は、コンピュ
ータによって実行可能なプログラムの形態で内部記憶回路１６０に記録されている。処理
回路１７０は、各プログラムを内部記憶回路１６０から読み出し、実行することで各プロ
グラムに対応する機能を実現するプロセッサである。換言すると、各プログラムを読み出
した状態の処理回路１７０は、図１の処理回路１７０内に示された各機能を有することと
なる。
【００３８】
　なお、本実施形態においては、単一の処理回路１７０にて、以下に説明する各処理機能
が実現されるものとして説明するが、複数の独立したプロセッサを組み合わせて処理回路
を構成し、各プロセッサがプログラムを実行することにより機能を実現するものとしても
構わない。
【００３９】
　ここで、第１の実施形態に係る超音波診断装置１による壁運動解析（Wall　Motion　Tr
acking：ＷＭＴ）について説明する。以下の説明では、処理回路１７０が３次元画像を用
いたＷＭＴ（３ＤＷＭＴ）により心臓壁の動きを解析する場合について説明するが、実施
形態はこれに限定されるものではない。例えば、処理回路１７０は、壁運動解析に限らず
、心臓の容積に関する容積情報を算出することも可能である。
【００４０】
　取得機能１７１は、被検体Ｐの右心室を含む領域が撮像された少なくとも１心周期以上
にわたるボリュームデータを取得する。例えば、取得機能１７１は、被検体Ｐの心臓が撮
像された３次元医用画像データを、少なくとも１心拍分取得する。
【００４１】
　例えば、操作者は、セクタプローブにより、被検体Ｐの心臓を含む領域の３次元走査を
行って、心筋が描出された３次元の超音波画像データの動画像データの撮像を行う。この
動画像データは、例えば、Ｂモード用の輝度信号として収集された時相ごとの超音波画像
データを含む超音波画像データ群である。ここで、「時相」とは、心臓の周期的な運動に
おける任意の１時点（タイミング）を指し、「心時相」とも称される。
【００４２】
　そして、画像生成回路１４０は、心臓の右心室の動画像データを生成し、生成した動画
像データを画像メモリ１５０に格納する。そして、操作者は、処理対象の区間として、例
えば、心電図におけるＲ波から次のＲ波までの１心拍分の区間を設定する。なお、本実施
形態は、処理対象の区間が２心拍分の区間や３心拍分の区間として設定される場合であっ
ても適用可能である。
【００４３】
　そして、取得機能１７１は、例えば、超音波画像データ群を画像メモリ１５０から取得
する。この超音波画像データ群は、操作者が設定した１心拍分の区間に含まれる複数のフ
レームの３次元の超音波画像データ（ボリュームデータ）を含む。
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【００４４】
　推定機能１７２は、ボリュームデータを用いて、右心室を含む領域の動き情報を推定す
る。例えば、先ず推定機能１７２は、以下のような処理手順によりボリュームデータに対
して右心室に対応する関心領域（初期輪郭）を設定する。
【００４５】
　例えば、操作者は、取得機能１７１によって取得された時系列のボリュームデータ群に
ついて、任意の心時相を指定する。ここで指定される任意の心時相は、１心拍分の区間に
含まれるフレームのうちの任意のフレームであり、例えば、拡張末期時相（最初のＲ波時
相）が最も好適である。そして、操作者によって任意の心時相が指定されると、推定機能
１７２は、指定された心時相における超音波画像データに対して、３次元的な初期輪郭を
設定する。
【００４６】
　ここで、３次元的な初期輪郭は、例えば、複数の基準ＭＰＲ断面それぞれに対して入力
された２次元的な輪郭線の補間処理により生成される。例えば、操作者は、複数の基準Ｍ
ＰＲ断面それぞれに対して、右心室の内膜の輪郭を表す輪郭線を入力する。そして、推定
機能１７２は、それぞれの基準ＭＰＲ断面に入力された輪郭線の位置を３次元の超音波画
像データの座標に変換する。そして、推定機能１７２は、３次元の超音波画像データにお
ける各輪郭線の間の３次元的な輪郭形状（初期輪郭）を、各輪郭線間の空間的な補間処理
により生成する。このように、推定機能１７２は、右心室の内膜の初期輪郭を設定する。
また、右心室の外膜の初期輪郭は、内膜面から所定の壁厚（４～６ｍｍ程度）位置として
設定するのが好適である。
【００４７】
　図２は、第１の実施形態に係る推定機能１７２により設定される初期輪郭について説明
するための図である。図２には、右心室に設定される初期輪郭（ＶＥ）を例示する。図２
において、実線で示すメッシュ状構造は、右心室の内膜に設定される初期輪郭（ＶＩ）に
対応し、破線で示すメッシュ状構造は、右心室の外膜に設定される初期輪郭（ＶＯ）に対
応する。
【００４８】
　図２に示すように、推定機能１７２は、任意の心時相における超音波画像データのうち
、右心室の内膜に対応する位置に３次元的な初期輪郭（ＶＥ）を設定する。ここで、初期
輪郭（ＶＥ）におけるメッシュの交点は、右心室の内輪郭若しくは外輪郭を構成する構成
点であり、組織の動き情報を算出するために経時的に追跡される追跡点に対応する。
【００４９】
　そして、推定機能１７２は、関心領域の輪郭上の複数の位置にアドレス番号を設定する
。例えば、推定機能１７２は、設定された初期輪郭（ＶＥ）を構成する複数の構成点に対
して、アドレス番号を設定する。アドレス番号は、各追跡点を識別するために付与される
番号であり、例えば、心臓の内膜における各追跡点の位置に基づいて定義される。なお、
アドレス番号は、番号（数字）に限らず、例えば、文字、記号等、各追跡点の位置を識別
可能な識別情報であればよい。
【００５０】
　例えば、推定機能１７２は、心臓の内膜の各構成点の位置をＰ＿ｅｎｄｏ（ｔ、ｈ、ｄ
）と定義する。ここで、ｔは、１心拍分の区間に含まれるフレーム（心時相）を表し、ｈ
は、長軸方向（高さ）のアドレス番号を表し、ｄは、円周方向（方位）のアドレス番号を
表す。なお、ここでは最初のＲ波時相を用いて初期断面を設定しているので、ｔ＝０であ
る。
【００５１】
　また、推定機能１７２は、円周方向の基準位置として、例えば、右心室の三尖弁側の端
部を設定し、その位置の構成点のｄを０とする。つまり、この基準位置にある構成点の位
置は、Ｐ＿ｅｎｄｏ（０、ｈ、０）と表される。そして、推定機能１７２は、基準位置の
構成点から円周方向にある構成点を順に、ｄ＝０，１，２，３・・・とアドレス番号を設
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定する。また、推定機能１７２は、３次元の初期輪郭のうち、心尖部から最も遠い環状輪
郭の位置を長軸方向の基準位置として、その位置の構成点のｈを０とする。つまり、この
基準位置にある構成点の位置は、Ｐ＿ｅｎｄｏ（０、０、ｄ）と表される。そして、推定
機能１７２は、基準位置の構成点から心尖方向にある構成点を順に、ｈ＝０，１，２，３
・・・とアドレス番号を設定する。
【００５２】
　このように、推定機能１７２は、ボリュームデータにおける右心室の内膜に対応する位
置に、アドレス番号が付与された構成点（追跡点）を複数設定する。なお、初期輪郭の設
定は、上記の用手的な操作に限定されるものではなく、内膜輪郭形状の辞書データベース
（例えば、過去に設定された輪郭の統計データベース）を用いて、推定機能１７２が自動
的もしくは半自動的に画像中の境界を検出することとしても良い。
【００５３】
　例えば、推定機能１７２は、複数の構成点が設定された初期時相におけるボリュームデ
ータと、次の時相におけるボリュームデータとを用いてパターンマッチングを含む追跡処
理を行うことで、ボリュームデータ群に含まれる複数の超音波画像データにおける複数の
構成点の位置を追跡する。
【００５４】
　例えば、推定機能１７２は、ボリュームデータ群に含まれるフレームｔ＝０のボリュー
ムデータに対して、初期輪郭に対応する位置に複数の構成点が設定されると、パターンマ
ッチングを含む処理によって、他のフレームｔにおける各構成点の位置を追跡する。具体
的には、推定機能１７２は、複数の構成点が設定済みのフレームのボリュームデータと、
そのフレームと隣り合うフレームのボリュームデータとの間で、繰り返しパターンマッチ
ングを行う。すなわち、推定機能１７２は、ｔ＝０のボリュームデータにおける心臓の内
膜の各構成点Ｐ＿ｅｎｄｏ（０、ｈ、ｄ）を起点として、ｔ＝０，１，２，３・・・の各
フレームのボリュームデータにおける各構成点Ｐ＿ｅｎｄｏ（ｔ、ｈ、ｄ）の位置を追跡
する。この結果、推定機能１７２は、１心拍分の区間に含まれる各フレームについて、心
臓の内膜を構成する各構成点の座標情報を求める。
【００５５】
　そして、推定機能１７２は、ボリュームデータ群に含まれる複数の超音波画像データに
おける複数の構成点の位置を用いて、超音波画像データごとに組織の動きを表す動き情報
を算出する。推定機能１７２によって算出される動き情報は、算出に用いた各構成点（追
跡点）に与えられる。具体的には、例えば、心臓の内膜の各構成点から算出される動き情
報は、Ｖ＿ｅｎｄｏ（ｔ、ｈ、ｄ）と定義される。そして、推定機能１７２は、算出した
動き情報を画像メモリ１５０に格納する。
【００５６】
　このように、推定機能１７２は、右心室の動き情報を推定する。なお、ここでは、一例
として、右心室の内膜に対する処理を説明したが、実施形態はこれに限定されるものでは
ない。例えば、内膜に限らず、外膜若しくは内膜と外膜の中間層に対して上述した処理が
実行されてもよい。また、推定機能１７２は、例えば、右心室に限らず、左心室や左心房
、右心房、若しくは心臓全体等、任意の所定領域に対して処理を実行してもよい。
【００５７】
　算出機能１７３は、組織の動き情報に基づいて、右心室に関する壁運動情報及び容積情
報のうち少なくとも一方を含む情報を算出する。ここで、算出機能１７３によって算出さ
れる壁運動情報の代表例としては、例えば、各構成点の１フレームごとの局所心筋変位［
ｍｍ］、２点間の距離の変化率である局所心筋ストレイン［％］、或いはこれらの時間変
化である局所心筋速度［ｃｍ／ｓ］及び局所心筋ストレインレート［１／ｓ］等が挙げら
れる。しかしながら、壁運動情報は、これらのパラメータに限定されるものではなく、各
フレームにおける複数の構成点の座標情報を用いて算出可能なパラメータであればよい。
例えば、これらの壁運動情報は、成分分離されてもよい。右心室の場合には、例えば、長
軸（Longitudinal）方向に成分分離されたLongitudinal　Strain（ＬＳ）や、円周（Circ
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umferential）方向に成分分離されたCircumferential　Strain（ＣＳ）等の指標が用いら
れる。これらの指標は、右心室の２次元画像（長軸像や短軸像）を用いた２次元のスペッ
クルトラッキング法により算出される。また、３次元のスペックルトラッキング法におい
ては、局所的な面積変化率（ＡＣ：Area　Change　ratio）が定義されてもよい。ＡＣは
成分分離が不要であるため、右心室のように複雑な形状であっても安定的な解析を可能に
する。
【００５８】
　また、右心室の機能評価のために臨床で良く用いられている壁運動情報としては、Ｍモ
ードで計測するＴＡＰＳＥ（三尖弁輪収縮期移動量）がある。Ｍモードは１次元の解析で
あるため、ＴＡＰＳＥでは三尖弁輪付近の一部について、超音波プローブ１０１の方向へ
向かう変位成分が観察される。一方、３次元スペックルトラッキング法であれば、右心室
の全領域をカバーする変位の情報が得られる。この際の変位の方向としては、関心領域（
右心室）を基準とした長軸方向や、壁厚（Radial）方向の変位成分が検出可能である。ま
た、右心室の複雑な形状に左右され難い指標として、方向への成分分離を行わない移動距
離Ｄ（Ｄ＝ｓｑｒｔ（（Ｐｘ（ｎ）－Ｐｘ（ｎ０））＾２＋（Ｐｙ（ｎ）－Ｐｙ（ｎ０）
）＾２＋（Ｐｚ（ｎ）－Ｐｚ（ｎ０））＾２））を用いてもよい。ただし、（Ｐｘ（ｎ）
，Ｐｙ（ｎ），Ｐｚ（ｎ）)は追跡点Ｐの位置を示し、ｎは時相を示し、ｎ０は基準時相
を示す。
【００５９】
　また、算出機能１７３は、心臓のポンプ機能の指標として、容積情報を算出する。例え
ば、算出機能１７３は、右心室を含む関心領域の容積情報を算出する。なお、算出機能１
７３が容積情報を算出する場合の領域は、適宜変更可能である。
【００６０】
　このように、算出機能１７３は、超音波画像データ群について、右心室の壁運動情報及
び容積情報の少なくとも一方を含む情報を算出する。なお、算出機能１７３により算出さ
れるパラメータの種類は、プリセットされていても良いし、操作者により適宜選択されて
も良い。
【００６１】
　出力制御機能１７４は、算出された情報を出力する。例えば、出力制御機能１７４は、
算出機能１７３によって算出された右心室の壁運動情報及び容積情報の少なくとも一方を
含む情報を出力する。
【００６２】
　例えば、出力制御機能１７４は、算出機能１７３によって算出された壁運動情報若しく
は容積情報をカラーコードに変換し、表示画像上にマッピングする。或いは、出力制御機
能１７４は、各構成点について算出された壁運動情報を用いて、関心領域に含まれる各セ
グメントごとに平均値を算出する。そして、出力制御機能１７４は、算出した平均値に関
する時間変化曲線を作成して表示する。これにより、出力制御機能１７４は、セグメント
ごとに右心室の機能解析を提供することができる。
【００６３】
　なお、出力制御機能１７４が情報を出力する出力先は、ディスプレイ１０３に限定され
るものではない。例えば、出力制御機能１７４は、ネットワークを経由して接続された任
意の装置に送信してもよい。具体的には、出力制御機能１７４は、病院内のデータを集中
的に管理しているサーバ装置や、診断レポートを作成するための装置（レポート作成装置
など）に情報を送信しても良い。また、例えば、出力制御機能１７４は、ＤＶＤ（Digita
l　Versatile　Disc）などの記録メディアに情報を格納しても良い。
【００６４】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置１によるＷＭＴについて説明した。しかし
ながら、体表用の超音波プローブを用いて心尖アプローチにより右心室を観察する場合、
観察し易い箇所と観察し難い箇所がある。例えば、観察し難い箇所としては、右室流出部
が知られている。体表からの超音波走査では、右室流出部側は走査角度が大きく、かつ、
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肋骨に近い部位にあるので、超音波プローブの開口に対して超音波の通り道が限定される
。更に、右室流出部の周辺には超音波を通さない胸骨と右肺（空気）が直ぐ側にあるので
、結果として超音波の信号強度が減弱するとともに、送受信ビームが形成され難い。これ
らの要因により、体表用の超音波プローブで右室流出部が観察し難くなっていると考えら
れる。
【００６５】
　実際に、３次元データを収集可能な２次元アレイ超音波プローブを用いて走査面を回転
させて心臓の視認性を調査した例では、右室流出部の視認率は健常例と疾患例の各々につ
いて２３％と７５％であり、とりわけ健常者で右室流出部の描出が困難であると報告され
ている。したがって、体表用の超音波プローブで収集された３次元動画データを用いて右
心室の壁運動情報を解析する場合、右室流出部における解析品質が高い頻度で低下してし
まう。
【００６６】
　そこで、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、右室流出部における動きの解析品
質を向上させるために、以下の処理を実行する。すなわち、超音波診断装置１は、右室流
出部の近傍にあり、右室流出部と近しい動きを示す部位の動き情報を用いて、右室流出部
の動き情報を補正する。なお、第１の実施形態では、右室流出部の近傍にあり、右室流出
部と近しい動きを示す部位として、室上稜（Crista　SupraVentricularis：ＣＳＶ）を利
用する場合を説明する。
【００６７】
　図３は、室上稜について説明するための図である。図３には、右心室を自由壁側から展
開して右心室内腔の様子を示した解剖モデル図を例示する。図３において、上側に右室心
尖部、奥側に中隔、右側に三尖弁（Tricuspid　Valve：ＴＶ）、左側に肺動脈弁（Pulmon
ary　Valve：ＰＶ）がそれぞれ図示される。
【００６８】
　図３に示すように、室上稜は、三尖弁を起点とする右室流入部（Inlet）と、肺動脈弁
を終点とする右室流出部（RVOT）との間を連結する連結部位に位置し、流入部でも流出部
でもない中庸な部位と言える。なお、本実施形態では、室上稜は、この連結部位の右室内
腔側の頂上位置として検出される。
【００６９】
　開胸下で肋骨や肺の影響を受けない動物実験で得られる右心室の３ＤＷＭＴの画像や、
体表組織や肋骨を避けられるＴＥＥ（transesophageal　echocardiography：経食道心エ
コー用超音波）プローブの画像を発明者が観察した結果、右室流出部の動きと室上稜の動
きとが対応していることが判明した。すなわち、右心機能が低下して右室流出部の動きが
悪い症例では室上稜の動きも悪く、右室流出部の動きが良好な症例では室上稜の動きも良
好であった。また、室上稜は、右室流出部と比較して肋骨、胸骨、及び右肺から離れてい
るために、右室流出部と比較してエコー信号が収集され易い。そこで、第１の実施形態で
は、右室流出部の近傍にあり、右室流出部と近しい動きを示す部位として、室上稜を用い
る。
【００７０】
　第１の実施形態に係る推定機能１７２は、右室流出部の第１動き情報を、右室流出部の
近傍にあり右室流出部と近しい動きを示す部位の第２動き情報を用いて補正する。なお、
以下では、一例として、右心室の内膜に対する処理を説明するが、実施形態はこれに限定
されるものではない。例えば、右心室の内膜に限らず、右心室の外膜若しくは内膜と外膜
の中間層に対して以下に説明する処理が実行されてもよい。
【００７１】
　図４Ａ、図４Ｂ、及び図５は、第１の実施形態に係る推定機能１７２の処理を説明する
ための図である。図４Ａには、右室内膜の初期輪郭（図２のＶＩ）における補正処理を例
示する。図４Ｂには、右心室冠状面（RV　coronal-view）を例示する。図５には、推定機
能１７２による補正動き量を可変制御する特性の例を示す。
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【００７２】
　図４Ａでは、まず、右室流出部の輪郭に含まれる全構成点のうち点ＰＶ＿ｉｎの動き情
報を室上稜（ＣＳＶ）の動き情報を用いて補正し、その後に他の点を補正する場合を説明
する。この点ＰＶ＿ｉｎは、右室の内輪郭において肺動脈弁レベルに対応する円周上の点
のうち、右室流入部に最も近い構成点である。なお、以下では、補正対象となる点ＰＶ＿
ｉｎを「第１部位」、補正に用いる室上稜（ＣＳＶ）の構成点を「第２部位」とも称する
。また、点ＰＶ＿ｉｎにおけるオリジナルの動き情報を「Ｖ１」とし、室上稜の位置Ｐｃ
ｓｖにおけるオリジナルの動き情報を「Ｖ２」とする。なお、オリジナルの動き情報とは
、上述したＷＭＴにより推定された動き情報である。「Ｖ」は３次元のベクトルを示し、
本実施形態での動き情報は３次元の動きベクトルを意味する。そして以下では、ベクトル
Ｘの絶対値を｜Ｘ｜として表記している。
【００７３】
　ここで、Ｖ２には、室上稜における心筋の収縮成分以外にも心臓全体の並進動き（tran
slation）の成分が加わっている。そこで、推定機能１７２は、並進動きの成分を除去し
てから室上稜の収縮に寄与する動き情報「Ｖ２ｍ」を得て、点ＰＶ＿ｉｎの動き補正に用
いる。そのために、推定機能１７２は、右室心尖部の点Ｐａと室上稜との間の長さ｜Ｌ（
Ｎ）｜のフレーム間変化率ＬＳＲ（Ｎ）を求める。なお、ＬＳＲ（Ｎ）は、下記の式（１
）により表される。
【００７４】
【数１】

【００７５】
　ここで、点Ｐａと室上稜における心臓全体の並進動きは概同程度と考えられる。このた
め、式（１）の分子に示すように、Ｌ（Ｎ＋１）とＬ（Ｎ）とのベクトル差分をとること
で、並進動き（translation）の成分がキャンセルされる。そして、Ｖ２ｍは、｜Ｌ（Ｎ
）｜＊ＬＳＲ（Ｎ）の長さ変化分が点Ｐａと室上稜の点Ｐｃｓｖとを結ぶ線分の方向で定
義されるため、この２点の位置ベクトルを用いて下記の式（２）で表される。式（２）の
右辺において、前半の項「Ｐｃｓｖ（Ｎ＋１）－Ｐａ（Ｎ＋１）」が長さ「｜Ｌ（Ｎ＋１
）｜」を決めるベクトルを示し、後半の項「Ｐｃｓｖ（Ｎ）－Ｐａ（Ｎ）」が長さ「｜Ｌ
（Ｎ）｜」を決めるベクトルを示す。
【００７６】
【数２】

【００７７】
　なお、フレーム間における各点の位置ベクトルの差分が各点の動きに対応するので、右
室心尖部の動き情報を「Ｖ＿ＰＡ」とすると、上記の式（２）は下記の式（３）のように
表すことができる。この式（３）により、Ｖ２ｍには室上稜の動き情報「Ｖ２」が含まれ
ていることが解る。
【００７８】

【数３】

【００７９】
　次に、点ＰＶ＿ｉｎにおける収縮の成分を加味した動き情報「Ｖ１ｍ」を与える。ここ
で、右室流出部は血流の流出路であるので、主となる収縮の成分は血流方向に平行な成分
と考えられる。図４Ａの点ＰＶ＿ｉｎの輪郭位置において血流方向に平行な成分は、流路
の横断面（右室流出部の輪郭と直交する方向の切断面）に垂直な流路の軸方向に対応する
。この流路の軸方向は、例えば、肺動脈弁レベルの輪郭の横断面に相当するリング状の輪
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郭境界位置群を用いて定義される回帰平面の単位法線ベクトルＮｔ＿ＰＶとして算出可能
である。
【００８０】
　点ＰＶ＿ｉｎの方向成分としてＮｔ＿ＰＶを用いると、Ｖ１ｍはオリジナルの動きの本
方向への射影成分となるので、下記の式（４）で定義される。以下、＜ｕ１，ｕ２＞は、
ベクトルｕ１とｕ２との内積を表す。このＶｍ１が、点ＰＶ＿ｉｎでの成分分離された動
き情報Ｖｏ’に対応する（Ｖｏ’＝Ｖ１ｍ）。
【００８１】
【数４】

【００８２】
　同様に、室上稜における動きの血流方向に平行な成分の方向ベクトルＮｔ＿ＣＳＶは、
室上稜を通る右室流出部の流路の軸方向と考えられる。そこで、点ＰＶ＿ｉｎの例と同じ
ように、室上稜の点Ｐｃｓｖでの横断面（図４Ａの前壁側ヒンジに相当する右室流出部の
輪郭に直交する方向のうち室上稜を通る面）に相当するリング状の輪郭位置群から定義さ
れる回帰平面の単位法線ベクトルとして算出可能である。
【００８３】
　なお、流路の軸方向の算出方法は、これに限定されるものではない。例えば、血流の移
動方向を考慮して、右室心尖部Ｐａから本横断面に相当するリング状の輪郭境界位置群の
重心位置ＰＧへと向かう単位方向ベクトルとして算出しても良い。
【００８４】
　ここで、Ｖ２ｍは、血流方向以外の方向成分を含む。そこで、室上稜で血流方向に平行
で収縮に寄与する動き成分Ｖ２ｍｐは、Ｎｔ＿ＣＳＶを用いて下記の式（５）で定義され
る。
【００８５】
【数５】

【００８６】
　このように、血流方向への成分分離を行うことで、位置や輪郭の方向が異なるために動
きの方向が必ずしも同じにならない点ＰＶ＿ｉｎと点Ｐｓｃｖについて、動きの方向を揃
えた有効成分同士の比較及び演算が可能となる。
【００８７】
　上記のようにして点Ｐｃｓｖ上で推定した動き情報Ｖ２ｍｐを、位置の離れた点ＰＶ＿
ｉｎへ伝えることを考える。
【００８８】
　ここで、一般的な１次元の場合における補間処理は、両端の位置上で値が与えられてい
て、両端の間にある任意の演算位置での補間値を両端の位置の双方の値から内挿する。し
かし、本実施形態の場合には、値が与えられているのは一方の端点上のみである。このた
め、他方の端点の値が無い状態から補間処理を行うには、演算位置での補間値を定義する
必要がある。このような処理を、本実施形態では「外挿補間処理」と称する。
【００８９】
　外挿補間処理を行うために、「室上稜で得られた長さ変化率による収縮成分と点ＰＶ＿
ｉｎにおける収縮成分は等しい」と定義する。すると、右室心尖部と室上稜とを結ぶ長さ
｜Ｌ（Ｎ）｜の変化率「ＬＳＲ（Ｎ）」が、室上稜と点ＰＶ＿ｉｎとを結ぶ線分の長さ｜
Ｌ１（Ｎ）｜の変化率「Ｌ１ＳＲ（Ｎ）」に等しいとして、点ＰＶ＿ｉｎの動き情報が推
定可能となる。ここで、点ＰＶ＿ｉｎで観察されるべき動きをＶ１２ｍとすると、各点の
位置ベクトルを用いて下記の式（６）で定義される。
【００９０】
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【数６】

【００９１】
　式（６）において、室上稜の移動前の位置Ｐｃｓｖ（Ｎ）と、室上稜の移動後の位置Ｐ
ｃｓｖ（Ｎ＋１）と、点ＰＶ＿ｉｎの移動前の位置ＰＶ＿ｉｎ（Ｎ）は既知であるが、点
ＰＶ＿ｉｎの移動後の位置ＰＶ＿ｉｎ（Ｎ＋１）は未知である。
【００９２】
　なお、フレーム間における各点の位置ベクトルの差分が動きを表すので、点ＰＶ＿ｉｎ
の動き情報を「Ｖ＿ＰＶ＿ｉｎ」とすると、上記の式（６）は下記の式（７）として表す
ことができる。式（７）により、Ｖ１２ｍには、室上稜の動き情報Ｖ２が含まれているこ
とが解る。更に、上述したように、室上稜と点ＰＶ＿ｉｎにおける並進動きの成分は概同
程度と考えられるので、２点間の差分処理によりＶ１２ｍからは並進動きの成分がキャン
セルされている。
【００９３】

【数７】

【００９４】
　次に、Ｖ１２ｍを求めるために、未知のＰＶ＿ｉｎ（Ｎ＋１）位置を決める。ここで、
ＬＳＲ（Ｎ）とＬ１ＳＲ（Ｎ）は等しいとしたので、下記の式（８）が成り立つ。
【００９５】

【数８】

【００９６】
　また、式（８）より、下記の式（９）が成り立つ。
【００９７】

【数９】

【００９８】
　ここで、Ｌ１（Ｎ）及びＬ１（Ｎ＋１）は、下記の式（１０）及び式（１１）で表され
る。
【００９９】
【数１０】

【数１１】

【０１００】
　したがって、ＰＶ＿ｉｎ（Ｎ＋１）は、下記の式（１２）により得られる。
【０１０１】

【数１２】

【０１０２】
　このＰＶ＿ｉｎ（Ｎ＋１）を上記の式（７）に代入することで、Ｖ１２ｍが求まる。そ
して、血流方向の成分分離を行った動き成分Ｖ１２ｍｐは、点ＰＶ＿ｉｎでの方向ベクト
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ルＮｔ＿ＰＶを用いて下記の式（１３）となる。このＶ１２ｍｐが、室上稜から点ＰＶ＿
ｉｎへと伝えられた補正動きの情報Ｖｓ’に対応する（Ｖｓ’＝Ｖ１２ｍｐ）。
【０１０３】
【数１３】

【０１０４】
　以上より、血流方向に成分分離された点ＰＶ＿ｉｎの動き情報として、Ｖｏ’（Ｖ１ｍ
）及びＶｓ’（Ｖ１２ｍｐ）の２つの動き情報が得られる。ここで、点ＰＶ＿ｉｎの｜Ｖ
ｏ’｜が室上稜の｜Ｖｓ’｜よりも大きい状態から減少させていくことを考えると、｜Ｖ
ｏ’｜が十分に大きい場合は点ＰＶ＿ｉｎで妥当な動きが得られていると考えられるので
、補正を行わない。そして、｜Ｖｏ’｜が｜Ｖｓ’｜より小さくなった場合には、点ＰＶ
＿ｉｎで妥当な動きが得られていないと考えて補正量を調整する。
【０１０５】
　すなわち、本実施形態では、点ＰＶ＿ｉｎの動き量｜Ｖｏ’｜と室上稜Ｐｃｓｖの動き
量｜Ｖｓ’｜を比較して補正動き情報Ｖｃを決定する。例えば、下記の式（１４）を用い
て、補正動き情報Ｖｃを求める。
【０１０６】

【数１４】

【０１０７】
　式（１４）では、｜Ｖｓ’｜に対して｜Ｖｏ’｜が小さくなる程に｜Ｖｃ｜は大きくな
り、最終的に｜Ｖｏ’｜がゼロとなった場合にはＶｃ＝Ｖｓ’となって｜Ｖｃ｜＝｜Ｖｓ
’｜となる。なお、式（１４）で点ＰＶ＿ｉｎの動き補正を行った場合、主方向による成
分分離を除く（Ｎｔ＿ＰＶがＶ１と全く同じ方向を向いている場合を考えた場合に相当す
る）と、点ＰＶ＿ｉｎの動きＶｏ’にかかわらず点ＰＶ＿ｉｎの動きをＶｓ’に置き換え
ることを意味する。
【０１０８】
　また、式（１４）に変えて、下記の式（１５）を用いて、補正動き情報Ｖｃを求めるこ
とも可能である。
【０１０９】
【数１５】

【０１１０】
　式（１５）において、べき乗項のβに「１」を代入すると、｜Ｖｓ’｜≧｜Ｖｏ’｜の
時の出力変化は下記の式（１６）となる。つまり、式（１５）を用いた場合にも、式（１
４）を用いた場合と同様に、｜Ｖｓ’｜に対して｜Ｖｏ’｜が小さくなる程に｜Ｖｃ｜が
大きくなり、最終的に｜Ｖｏ’｜がゼロとなった場合にはＶｃ＝Ｖｓ’となって｜Ｖｃ｜
＝｜Ｖｓ’｜となる。
【０１１１】
【数１６】

【０１１２】
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　ここで、「ｋ＝｜Ｖｏ’｜／｜Ｖｓ’｜」とおいて、｜Ｖｓ’｜≧｜Ｖｏ’｜の時の上
記の式（１６）に代入すると、下記の式（１７）のように変形される。
【０１１３】
【数１７】

【０１１４】
　上記の式（１７）の可変項である「（１－ｋ）＾β」について、図５にβを変えた場合
のｋ依存の変化の様子を示す。図５において、横軸は「ｋ」に対応し、縦軸は可変項「（
１－ｋ）＾β」に対応する。
【０１１５】
　図５に示すように、ｋの増加に対して可変項の値は減少する。逆に、ｋが１から減少す
る場合には、補正動き量に相当する可変項は増加することを示す。特に、「β＝１」の場
合には、ｋの変化に対して１次関数（線形）的に可変項の値が変化する。そして、「β＞
１」の場合には、線形変化時よりも補正動き量が小さくなり、「β＜１」の場合には、線
形変化時よりも補正動き量が大きくなることが解る。したがって、｜Ｖｏ’｜／｜Ｖｓ’
｜の比であるｋに応じて相対的に大きな動き補正制御値を得たい場合には、「β＜１」を
選択し、ｋに応じて相対的に小さな動き補正制御値を得たい場合には、「β＞１」を選択
するという自由度が得られる。
【０１１６】
　このように、式（１５）を用いた補正では、βの設定によって、Ｖｃとしてどの程度の
動き補正量を与えるかの具合を調整可能となる。なお、より大きな動き補正量を得るとい
う観点では、β＝０．５～０．７程度の設定を用いるのが好適である。
【０１１７】
　そして、上述した処理により得られた室上稜の補正動き情報Ｖｃを用いて、補正対象と
なる点ＰＶ＿ｉｎをＰＶ＿ｉｎ（Ｎ）からＰＶ＿ｉｎ（Ｎ＋１）へ動かす。すなわち、３
ＤＷＭＴの各フレームにおいて、点ＰＶ＿ｉｎにおけるオリジナルの動きＶｏを式（１８
）に示すＶｏｎに置き換える。なお、式（１８）において、「Ｖｃ＝｛０｝（｛０｝はゼ
ロベクトルを示す）」の場合には、Ｖｏｎ＝Ｖｏとなり、補正をしていないのと等価とな
る。
【０１１８】

【数１８】

【０１１９】
　以上より、右室流出部の一点として点ＰＶ＿ｉｎでの補正動き情報Ｖｃが得られ、点Ｐ
Ｖ＿ｉｎの動き補正を行うことが可能となる。しかしながら、右室流出部に関するＲＯＩ
全体を動かすためには、補正動き情報Ｖｃは、右室流出部の輪郭を構成する全構成点で与
えられる必要がある。
【０１２０】
　そこで、推定機能１７２は、右室流出部の輪郭を構成する全構成点のうち、離散的に配
置される複数の構成点について、上述した外挿補間処理により補正動き情報Ｖｃを算出す
る。そして、推定機能１７２は、離散的な複数の構成点の補正動き情報Ｖｃを用いた空間
的な内挿補間処理により、右室流出部の全構成点における補正動き情報を算出する。なお
、内挿補間処理としては、例えば、内挿位置に最寄りの４点位置の補正動き情報Ｖｃを用
いたbi-liner補間処理や、境界面の縦方向及び横方向の双方で内挿位置に最寄りの２点位
置の補正動き情報Ｖｃを用いた１次元の線形補間処理を適用して２次元の補間を行うのが
好適である。
【０１２１】
　なお、内挿補間処理を用いずに、例えば、右室流出部の全構成点について上述した外挿
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補間処理を用いて補正動き情報Ｖｃを算出することも可能である。ただし、内挿補間処理
は上述した外挿補間処理と比較して演算時間が短いため、内挿補間処理を用いて右室流出
部の全構成点における補正動き情報を算出するのが好適である。以下、推定機能１７２が
内挿補間処理を用いて右室流出部の全構成点における補正動き情報を算出する場合を説明
する。
【０１２２】
　図４Ａに示すように、例えば、推定機能１７２は、３つの点ＰＶ＿ｏｕｔの補正動き情
報Ｖｃを算出する。ここで、点ＰＶ＿ｏｕｔは、肺動脈弁レベルのリング状境界面に離散
的に配置された構成点のうち、点ＰＶ＿ｉｎとは異なる点である。
【０１２３】
　ここでは点ＰＶ＿ｉｎを新たな「第２部位」とし、点ＰＶ＿ｉｎで得られた上記のＶｏ
ｎを第２部位における新たな「第２部位の動き情報（Ｖ２）」とする。点ＰＶ＿ｉｎでの
ＶｏはＶ＿ＰＶ＿ｉｎに等しいので、ここでの「Ｖ２」は先に得られている「Ｖｃ」を用
いて、式（１９）として表される。
【０１２４】
【数１９】

【０１２５】
　一方、点ＰＶ＿ｏｕｔを新たな「第１部位」とすることで、第１部位に関するオリジナ
ルの動きＶ＿ＰＶ＿ｏｕｔに対する新たな補正動き情報Ｖｃを、上述した外挿補間処理と
同様の処理により算出する。
【０１２６】
　まず、推定機能１７２は、血流方向への成分分離を行う。例えば、第２部位（点ＰＶ＿
ｉｎ）での方向ベクトルはＮｔ＿ＰＶに等しいので、上記のＶ２が成分分離された動き情
報Ｖ２’は、下記の式（２０）で表される。
【０１２７】
【数２０】

【０１２８】
　次に、点ＰＶ＿ｏｕｔでの方向ベクトルは、点ＰＶ＿ｉｎと同様にＮｔ＿ＰＶに等しい
ので、この位置での成分分離されたＶｏ’は下記の式（２１）で表される。
【０１２９】
【数２１】

【０１３０】
　ここで、外挿補間処理としては「同一右室流出部レベルの円周上での血流方向における
収縮動き成分は等しい」と考える。すなわち、先の点ＰＶ＿ｉｎで得られた第２部位の動
き情報のＰＶ＿ｏｕｔにおける方向成分であるＶ２’をＶｓ’として、各点ＰＶ＿ｏｕｔ
に与える。つまり、Ｖｓ’＝Ｖ２’となる。
【０１３１】
　以上より、Ｖｏ’及びＶｓ’の２つの動き情報が各点ＰＶ＿ｏｕｔに対して得られる。
このため、推定機能１７２は、上述した式を適宜用いることで、各点ＰＶ＿ｏｕｔの補正
動き情報Ｖｃ１を算出する。
【０１３２】
　そして、この円周方向への外挿補間処理は、図４Ａにおいて室上稜レベルでの右室流出
部に関するリング状境界面上に示した３つの点ＣＳＶ＿ｏｕｔに関しても、同様に適用可
能である。つまり、この右室流出部レベルでの第２部位は室上稜であるので、Ｖｓ’とし
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ては先に得られているＶｓ’＝Ｖ２ｍｐとして各点ＣＳＶ＿ｏｕｔへ与えられる。
【０１３３】
　一方で、第１部位となる各点ＣＳＶ＿ｏｕｔにおけるオリジナルの動きを「Ｖ＿ＣＳＶ
＿ｏｕｔ」とする。ここで、成分分離の方向は、先に得られているＮｔ＿ＣＳＶとなるの
で、この位置で成分分離されたＶｏ’は下記の式（２２）となる。
【０１３４】
【数２２】

【０１３５】
　以上より、Ｖｏ’及びＶｓ’の２つの動き情報が各点ＣＳＶ＿ｏｕｔに対して得られる
。このため、推定機能１７２は、上述した式を適宜用いることで、各点ＣＳＶ＿ｏｕｔの
補正動き情報Ｖｃ２を算出する。
【０１３６】
　本実施形態では、右室流出部の離散点上で補正動き情報を演算しているので、上述した
ように、内挿補間処理を用いて円周方向及び流路軸方向の各点に対する補正動き情報を算
出する。一例としては、推定機能１７２は、点ＰＶ＿ｉｎ及び点ＰＶ＿ｏｕｔの補正動き
情報を用いた内挿補間処理により、肺動脈弁レベルの円周上の各構成点の補正動き情報を
算出する。また、推定機能１７２は、点Ｐｃｓｖ及び点ＣＳＶ＿ｏｕｔの補正動き情報を
用いた内挿補間処理により、室上稜レベルの円周上の各構成点の補正動き情報を算出する
。そして、推定機能１７２は、肺動脈弁レベルの円周上の各構成点の補正動き情報と、室
上稜レベルの円周上の各構成点の補正動き情報とを用いた内挿補間処理により、流路軸方
向の各点に対する補正動き情報を算出する。
【０１３７】
　このように、推定機能１７２は、右室流出部の全構成点における補正動き情報を算出す
る。なお、上述のように得られた右室流出部の全構成点に関する補正動き情報の境界面上
での分布値に対して、空間的な平滑化処理（境界面メッシュの２次元空間に対するメディ
アンフィルタ処理や、畳み込み平均といった処理が好適である）を行って滑らかな分布を
有する補正動きを得るのが、補正動き情報演算時のノイズ低減の観点からより望ましい実
施形態となる。
【０１３８】
　図６Ａ、図６Ｂ、及び図６Ｃは、第１の実施形態に係る推定機能１７２による動き補正
による影響を説明するための図である。図６Ａには、Longitudinal　Strain（ＬＳ）の変
化を表すグラフを例示する。また、図６Ｂには、動き情報に応じたカラーコード（値が小
さいほど濃いカラーが割り当てられる）を右室内膜の輪郭上にマッピングした表示画像を
例示する。また、図６Ｃには、右心室冠状面（RV　coronal-view）における右室輪郭の位
置を例示する。
【０１３９】
　図６Ａから図６Ｃに示すように、本実施形態による動き補正（補正処理）によって右室
流出部が収縮運動するようになり、対応する２セグメント（図６Ａの「ＲＶＯＴ　Ｓｅｐ
ｔ．」及び「ＲＶＯＴ　Ｆｒｅｅ」）でのＬＳの曲線が補正されていることが解る。具体
的には、動き補正が無い場合には、図６Ｂの領域Ｒ１に示すように、右室流出部には他の
領域と比較して濃いカラーが割り当てられている。これは、右室流出部の動き情報が小さ
いことを意味し、図６Ｂの例ではほとんどゼロである。つまり、動き補正が無い場合には
、右室流出部がほとんど動いていないことが解る。このため、図６Ｃの領域Ｒ３に示すよ
うに、右室流出部が局所的に図中の右下方向に伸びて（あたかも拡張しているように）観
察されている。また、図６Ａの上図のグラフにおいても、収縮末期でＬＳがプラスの値と
なっている。一方、動き補正を行った場合には、図６Ｂの領域Ｒ２に示すように、右室流
出部には領域Ｒ１と比較して明るいカラーが割り当てられていることから、右室流出部の
動き情報が得られていることが解る。このため、図６Ｃの領域３で示した右下方向への伸
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びが解消し、図６Ｃの領域Ｒ４に示すように、右室流出部の収縮が観察されるようになり
、図６Ａの下図のグラフにおいても右室流出部のＬＳの曲線が改善していることが解る。
【０１４０】
　図７は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の処理手順を示すフローチャートであ
る。図７に示す処理手順は、例えば、壁運動解析を開始する旨の指示を操作者から受け付
けた場合に開始される。
【０１４１】
　ステップＳ１０１において、処理タイミングか否かを判定する。例えば、入力装置１０
２は、壁運動解析を開始する旨の指示を操作者から受け付け、受け付けた指示を処理回路
１７０へ送る。処理回路１７０は、入力装置１０２により転送された指示を受け付けると
、処理タイミングであると判定し（ステップＳ１０１肯定）、ステップＳ１０２以降の処
理を開始する。なお、処理タイミングでない場合には（ステップＳ１０１否定）、ステッ
プＳ１０２以降の処理は開始されず、処理回路１７０の各処理機能は待機状態である。
【０１４２】
　ステップＳ１０１が肯定されると、ステップＳ１０２において、取得機能１７１は、３
次元医用画像データ（ボリュームデータ）を読み出す。例えば、取得機能１７１は、被検
体Ｐの右心室を含む領域が撮像された少なくとも１心周期以上にわたるボリュームデータ
群を、画像メモリ１５０から読み出す。
【０１４３】
　ステップＳ１０３において、推定機能１７２は、対象部位の関心領域を設定する。例え
ば、推定機能１７２は、ボリュームデータに対してセグメンテーション処理を適用して、
右心室に対応する領域を検出する。そして、推定機能１７２は、検出した領域に初期輪郭
を設定する。
【０１４４】
　ステップＳ１０４において、推定機能１７２は、関心領域の輪郭上の複数の位置にアド
レス番号を設定する。例えば、推定機能１７２は、ボリュームデータ群に含まれる少なく
とも一つのボリュームデータにおける右心室の輪郭に対応する位置に、アドレス番号が付
与された追跡点（構成点）を複数設定する。
【０１４５】
　ステップＳ１０５において、推定機能１７２は、３ＤＷＭＴにより組織の動き情報を推
定する。例えば、推定機能１７２は、複数の構成点が設定された初期時相におけるボリュ
ームデータと、次の時相におけるボリュームデータとを用いてパターンマッチングを含む
追跡処理を行うことで、ボリュームデータ群に含まれる複数の超音波画像データにおける
複数の構成点の位置を追跡する。
【０１４６】
　ステップＳ１０６において、推定機能１７２は、外挿補間処理により、室上稜（ＣＳＶ
）の動きから、肺動脈弁レベルの点（ＰＶ＿ｉｎ）の動きを推定する。例えば、推定機能
１７２は、「室上稜で得られた長さ変化率による収縮成分と点ＰＶ＿ｉｎにおける収縮成
分は等しい」と定義することで、室上稜の動き情報を用いて点ＰＶ＿ｉｎの補正動き情報
を算出する。
【０１４７】
　ステップＳ１０７において、推定機能１７２は、外挿補間処理により、肺動脈弁レベル
の輪郭上の点（ＰＶ＿ｉｎ）の動きから、同一円周上の他の点（ＰＶ＿ｏｕｔ）を推定す
る。例えば、推定機能１７２は、「同一肺動脈弁レベルの円周上での血流方向における収
縮動き成分は等しい」と定義することで、点ＰＶ＿ｉｎの動き情報を用いて点ＰＶ＿ｏｕ
ｔの補正動き情報を算出する。
【０１４８】
　ステップＳ１０８において、推定機能１７２は、外挿補間処理により、室上稜（ＣＳＶ
）の動きから、同一円周上の他の点（ＣＳＶ＿ｏｕｔ）を推定する。例えば、推定機能１
７２は、「同一室上稜レベルの円周上での血流方向における収縮動き成分は等しい」と定
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義することで、室上稜の動き情報を用いて点ＣＳＶ＿ｏｕｔの補正動き情報を算出する。
【０１４９】
　ステップＳ１０９において、推定機能１７２は、内挿補間処理により、右室流出部の全
点の動きを推定する。例えば、推定機能１７２は、肺動脈弁レベルの円周上の各構成点の
補正動き情報と、室上稜レベルの円周上の各構成点の補正動き情報とを用いた内挿補間処
理により、流路軸方向の各点に対する補正動き情報を算出する。
【０１５０】
　ステップＳ１１０において、算出機能１７３は、壁運動情報及び容積情報の少なくとも
一方の情報を算出する。例えば、算出機能１７３は、各構成点の１フレームごとの局所心
筋変位［ｍｍ］、２点間の距離の変化率である局所心筋ストレイン［％］、或いはこれら
の時間変化である局所心筋速度［ｃｍ／ｓ］及び局所心筋ストレインレート［１／ｓ］等
を算出する。
【０１５１】
　ステップＳ１１１において、出力制御機能１７４は、算出された情報を出力する。例え
ば、出力制御機能１７４は、算出機能１７３によって算出された壁運動情報若しくは容積
情報をカラーコードに変換し、表示画像上にマッピングする。また、例えば、出力制御機
能１７４は、各構成点について算出された壁運動情報を用いて、関心領域に含まれる各セ
グメントごとに平均値を算出する。そして、出力制御機能１７４は、算出した平均値に関
する時間変化曲線を作成して表示する。そして、処理回路１７０は、処理を終了する。
【０１５２】
　このように、処理回路１７０は、右室流出部の補正処理を含む右心室の３ＤＷＭＴを行
う。なお、図７に示した処理手順はあくまで一例であり、図示の処理手順に限定されるも
のではない。例えば、ステップＳ１０７の処理及びステップＳ１０８の処理は、いずれの
処理が先に実行されてもよい。
【０１５３】
　また、図７に示した処理手順では、右室流出部の流路軸方向のうち、上端（室上稜レベ
ル）の円周上の各構成点と、下端（肺動脈弁レベル）の円周上の各構成点との間を内挿補
間処理による算出する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例
えば、推定機能１７２は、右室流出部の流路軸方向のうち幾つかの位置レベルの円周上の
構成点を外挿補間処理により算出した上で、流路軸方向の内挿補間処理を行うこともでき
る。このように、流路軸方向において外挿補間処理により算出する位置レベルを増加させ
ることで、流路軸方向における補正精度を向上させることができる。
【０１５４】
　上述してきたように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１において、推定機能１７
２は、右室流出部の第１動き情報を、右室流出部の近傍にあり右室流出部と近しい動きを
示す部位の第２動き情報を用いて補正する。これによれば、第１の実施形態に係る超音波
診断装置１は、右室流出部における動きの解析品質を向上させることができる。つまり、
超音波診断装置１は、右室流出部が観察し難い場合であっても、右室流出部の近傍にあり
右室流出部と近しい動きを示す部位の動き情報が一点でも得られていれば、得られている
動き情報を用いて右室流出部の全点の動き情報を得ることができる。したがって、体表用
の超音波プローブで得られた３次元動画データを用いて右心室の３ＤＷＭＴを行う際に、
右室流出部における動きの解析品質を向上させることができる。
【０１５５】
　また、例えば、推定機能１７２は、第２動き情報のうち血流方向に平行な組織の輪郭方
向（流路軸方向）の成分に関する動き情報を用いて、第１動き情報のうち血流方向に平行
な組織の輪郭方向の成分に関する動き情報を補正する。具体的には、第１動き情報につい
て、第１部位での血流方向への成分若しくは第１部位での血流方向に平行な第１部位の組
織の輪郭方向への成分に関する動き情報を用いる。また、第２動き情報について、第１部
位ないし第２部位での血流方向への成分若しくは第１部位ないし第２部位での血流方向に
平行な第１部位ないし第２部位（第１部位と第２部位は複合同順）の組織の輪郭方向への
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成分に関する動き情報を用いる。これにより、推定機能１７２は、右室流出部の収縮方向
以外の方向成分を含む動き情報を用いて、右室流出部の収縮方向の動き情報を推定するこ
とができる。
【０１５６】
　また、例えば、推定機能１７２は、空間的な外挿補間処理を用いて、第１動き情報を補
正する。一例としては、推定機能１７２は、外挿補間処理により、室上稜の動きから肺動
脈弁レベルの点ＰＶ＿ｉｎの動きを推定する。これにより、推定機能１７２は、既知の一
点の動き情報を用いて、未知の点の動き情報を推定することができる。
【０１５７】
　また、例えば、推定機能１７２は、第１動き情報及び第２動き情報を比較して、第１動
き情報を補正するための補正動き情報を算出する。一例としては、推定機能１７２は、式
（１４）若しくは式（１５）を用いて、補正動き情報Ｖｃを算出する。これにより、推定
機能１７２は、第１動き情報が十分に得られているか否かに応じて、適切に補正を行うこ
とができる。
【０１５８】
　また、例えば、推定機能１７２は、補正動き情報を第１動き情報に加算する。具体的に
は、推定機能１７２は、式（１８）に示すように、点ＰＶ＿ｉｎにおけるオリジナルの動
き情報Ｖｏに補正動き情報Ｖｃを加算する。これにより、推定機能１７２は、補正対象の
オリジナルの動きを用いることで、血流方向に垂直な組織の動き成分が残存するように補
正することができる。
【０１５９】
　また、例えば、推定機能１７２は、第２部位が室上稜である場合に、第２動き情報を用
いた外挿補間処理により右室流出部の肺動脈弁レベルの一点の第３動き情報を算出し、算
出した第３動き情報を用いた外挿補間処理により右室流出部の肺動脈弁レベルの円周上の
他の点の第４動き情報を算出する。一例としては、推定機能１７２は、外挿補間処理によ
り、肺動脈弁レベルの輪郭上の点ＰＶ＿ｉｎの動きから、同一円周上の他の点ＰＶ＿ｏｕ
ｔを推定する。これにより、推定機能１７２は、既知の点の内挿補間処理では補正できな
い未知の点について、補正を行うことができる。
【０１６０】
　また、例えば、推定機能１７２は、右心室の心尖部と第２部位との間の長さの変化率、
及び、第２部位と第２部位の近傍で右室流出部に概平行な方向にある点との間の長さの変
化率のうち、少なくとも一方の変化率を用いて第２動き情報を算出する。例えば、推定機
能１７２は、式（１）の分子に示すように、Ｌ（Ｎ＋１）とＬ（Ｎ）との差分をとる。こ
れにより、推定機能１７２は、並進動きの成分をキャンセルした上で、補正を行うことが
できる。
【０１６１】
　また、例えば、推定機能１７２は、第１動き情報の大きさと、第２動き情報の大きさと
を比較して、第１動き情報の大きさが大きい場合には、補正動き情報をゼロとし、第１動
き情報の大きさが小さい場合には、第２動き情報の大きさに対する第１動き情報の大きさ
の程度に応じて、補正動き情報を調整する。一例としては、推定機能１７２は、式（１４
）若しくは式（１５）を用いて、補正動き情報Ｖｃを算出する。これにより、推定機能１
７２は、得られている第１動き情報の程度に応じて、補正処理に用いる補正動き情報（補
正動き量）を調整することが可能となる。
【０１６２】
（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、超音波診断装置１が、「第２部位」として室上稜の構成点を用い
る場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、室上稜以外に
も、右室流出部の近傍にあり右室流出部と近しい動きを示す部位として、大動脈弁（Aort
ic　Valve：ＡＶ）がある。
【０１６３】
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　図８は、肺動脈弁及び大動脈弁の位置関係を示す図である。図８の上図には、図８の下
図に示す心臓の断面図を例示する。なお、図８の上図の断面図は、図８の下図の矢印で示
した視線方向から見た断面図（つまり、被検体の頭部側から見た図）である。図８の上図
において、上方向は被検体Ｐの体表側（腹側）、下方向は被検体Ｐの背中側、右方向は被
検体Ｐの右側、左方向は被検体Ｐの左側にそれぞれ対応する。
【０１６４】
　図８に示すように、大動脈弁は、被検体Ｐの心臓において概ね肺動脈弁の近傍に位置し
ている。大動脈弁及び肺動脈弁は、心臓の拍動に伴って双方の弁輪は血管方向へ動く。具
体的には、収縮期には、左心と右心が共に収縮して同じ血流量を大動脈（Aorta）および
肺動脈（Pulmonary　Artery）双方の血管へ駆出し、その際に双方の弁輪は動脈血管側へ
動く。また、拡張期には、左心と右心の拡張に伴い、収縮開始時点の位置まで双方の弁輪
位置へ戻る。以上のことから、肺動脈弁の弁輪の動き量は、大動脈弁の弁輪の動き量の程
度と概ね相関があると考えられる。ここで、肺動脈弁の弁輪は、胸骨に近いためにエコー
信号が得られ難いが、大動脈弁の弁輪は、右室流出部や肺動脈の血液や、周辺の心腔内の
血液が超音波を通すことでエコー信号が得られ易い。そこで、第２の実施形態では、第２
部位として大動脈弁を用いる場合を説明する。
【０１６５】
　第２の実施形態に係る超音波診断装置１は、図１に示した超音波診断装置１と同様の構
成を備え、推定機能１７２の処理の一部が相違する。そこで、第２の実施形態では、第１
の実施形態と相違する点を中心に説明することとし、第１の実施形態において説明した構
成と同様の機能を有する点については、説明を省略する。
【０１６６】
　右心室のＲＯＩに関しては、右室流出部内にある肺動脈弁の弁輪部位を含めて動き情報
が３ＤＷＭＴにより得られている。一方で、本実施形態では、大動脈弁の弁輪部位の動き
を得ることが求められる。そこで、第２の実施形態に係る推定機能１７２は、更に、大動
脈弁の弁輪部位のセグメンテーション処理と、大動脈弁の弁輪部位の追跡処理とを実行す
る。
【０１６７】
　ここで、大動脈弁の弁輪部位のセグメンテーション処理は、初期時相における大動脈弁
の弁輪部位の初期位置を、以下の第１設定方法若しくは第２設定方法により得る。第１設
定方法は、機械学習プロセス等で作成した大動脈弁の弁輪部位に関する形状データベース
と、入力された３次元画像データとを照合して、大動脈弁の弁輪部位の位置を初期位置と
して自動的に検出する方法である。第２設定方法は、入力された３次元画像データに対応
するＭＰＲ画像表示上で操作者による位置指定（マニュアルトレース等）により、大動脈
弁の弁輪部位の位置を初期位置として設定する方法である。
【０１６８】
　また、大動脈弁の弁輪部位の追跡処理は、大動脈弁の弁輪部位の位置の時相間における
動きを、テンプレートマッチングを含む３次元スペックルトラッキング処理によって取得
し、全時相に関する大動脈弁の弁輪部位の位置を追跡する。
【０１６９】
　第２の実施形態では、大動脈弁の弁輪部位のリング状境界面位置の重心を「第２部位」
とし、肺動脈弁の弁輪部位（第１の実施形態の肺動脈弁レベルのリング状境界面位置に相
当する）の円周方向の各構成点を「第１部位」とする。そして、第２部位におけるオリジ
ナルの動きＶｏ２を重心の位置ベクトルのフレーム間差分で求めて、第１部位におけるオ
リジナルの動きをＶｏ１とする。
【０１７０】
　ここで、第１の実施形態で示したように、並進動き成分を除去するための前処理を行っ
ても良い。この場合には、第１部位では、上述した右室心尖部の動き情報Ｖ＿ＰＡを、第
２部位では、右室心尖部位同様に左室心尖部Ｐｂに関する動きＶ＿ＰＢを用いて、並進動
き成分除去後の動きとしてＶ２とＶ１とを得る。例えば、Ｖ２及びＶ１は、下記の式（２
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３）及び式（２４）により求まる。
【０１７１】
【数２３】

【数２４】

【０１７２】
　次に、成分分離のための血流方向は、図８の矢印で示すように、弁輪部位における双方
の血管の軸方向となる。肺動脈弁の弁輪部位の血流方向については、第１の実施形態にて
得られるＮｔ＿ＰＶを用いる。大動脈弁の弁輪部位の血流方向については、肺動脈弁レベ
ルと同様に、大動脈弁の弁輪部位に対応する大動脈の横断面のリング状輪郭位置で定義さ
れる回帰平面の単位法線ベクトルＮｔ＿ＡＶを求めて用いるのが好適である。
【０１７３】
　これにより、成分分離された第２部位の動き情報Ｖ２ｍと、第１部位の動き情報Ｖ１ｍ
は、各々、下記の式（２５）及び式（２６）で表される。つまり、推定機能１７２は、第
２動き情報として、大動脈弁の弁輪部位の大動脈血管の軸方向への動き情報成分を用いる
。
【０１７４】
【数２５】

【数２６】

【０１７５】
　ここで、外挿補間処理としては、「肺動脈弁の弁輪部位の動き成分量｜Ｖ１ｍ｜は、大
動脈弁の弁輪部位の動き成分量｜Ｖ２ｍ｜と等しい」と考える。また、この関係は、肺動
脈弁の弁輪レベルの円周方向の各位置（構成点）で成り立つものとする。これにより、Ｖ
ｏ’及びＶｓ’の２つの動き情報として、「Ｖｏ’＝Ｖ１ｍ」及び「Ｖｓ’＝｜Ｖ２ｍ｜
＊Ｎｔ＿ＰＶ」が得られる。前者の式は、定義から自明であり、後者の式は、伝えるべき
動き情報の大きさに関しては大動脈弁側の動き量を用い、動き情報の方向として血流軸の
異なる肺動脈弁側の動きの方向として変換することを意味する。
【０１７６】
　以上により、Ｖｏ’及びＶｓ’の２つの動き情報が、肺動脈弁の弁輪レベルの各位置に
対して得られているので、第１の実施形態で説明した式のいずれかを用いて、補正動き情
報Ｖｃ０を定義すれば良い。そして、推定機能１７２は、Ｖｏ１＋Ｖｃ０を用いて、右室
流出部の下部にあたる肺動脈弁の弁輪レベルの各構成点の補正動き情報を求める。
【０１７７】
　続いて、推定機能１７２は、右室流出部の下部位置（肺動脈弁レベル）の動きから、右
室流出部の上部位置に対応する室上稜（ＣＳＶ）レベルの補正動きの外挿補間処理を行う
。この際に、第１の実施形態と同様に所定位置同士の長さの変化率を用いて動き情報を与
える。第２の実施形態では、第１の実施形態で示したように動きが得られている室上稜部
位の位置情報はそのまま用いる。ここで、動きにより位置を補正すべきなのは室上稜部位
以外の室上稜レベルにある境界面位置である。そこで、室上稜部位－肺動脈弁レベル間の
長さの変化率が右室流出部領域での円周方向の各位置で等しいと考えて、外挿補間処理用
の動き情報を与える。そして、異なるレベル間で対応する同一円周上の位置に関して補正
動きの外挿補間処理を行う。
【０１７８】
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　この場合、まず、推定機能１７２は、肺動脈弁レベルと室上稜間の長さ変化率を推定す
る。この長さ変化率を用いて、補正動き情報が与えられる点に注意を要する。第２の実施
形態による第１部位と第２部位が、共に室上稜レベルの各位置で同じとなる場合があるた
めである。
【０１７９】
　このため、第１部位としては室上稜レベルの部位のオリジナルの動きＶ＿ＣＳＶｏを用
い、第２部位としては補正動き情報を与えた後の第２部位の動きであるＶ＿ＣＳＶを用い
て区別する。
【０１８０】
　ここで、オリジナルの動き情報を定義しておく。第２の実施形態によるＣＳＶレベルの
部位の動きＶ＿ＣＳＶｏに関する成分方向は、第１の実施形態で示したように、Ｎｔ＿Ｃ
ＳＶなので、成分分離した動きＶ＿ＣＳＶｏｍは、下記の式（２７）で表される。このＶ
＿ＣＳＶｏｍは、動き情報Ｖｏ’に対応する（Ｖｏ’＝Ｖ＿ＣＳＶｏｍ）。
【０１８１】

【数２７】

【０１８２】
　続いて、肺動脈弁レベルと室上稜レベル間の長さ変化率を用いて、第２部位としての動
き情報を得る。肺動脈弁レベルについては、上述した最初の動き補正により円周方向の各
点について下記の式（２８）の動きＶ２１が得られている。すなわち、オリジナルの動き
Ｖｏ１に上述の補正動きＶｃ０が加算されている。
【０１８３】

【数２８】

【０１８４】
　これを肺動脈弁レベルの位置ベクトルＰＶ（ｉ）で示す（以下、ｉは任意の時相を意味
する）と、下記の式（２９）となる。このため、下記の式（３０）と等価となる。
【０１８５】

【数２９】

【数３０】

【０１８６】
　次に、新たな第２部位としては、右室流出部の領域にある肺動脈弁レベル上部のレベル
を選択する。このレベルが室上稜レベルに等しい場合を例とすると、室上稜レベルでの動
きＶ＿ＣＳＶについては、位置ベクトルＣＳＶ（ｉ）を用いて、下記の式（３１）で定義
される。
【０１８７】
【数３１】

【０１８８】
　ここで、ＣＳＶレベルの円周方向において、室上稜の構成点では、ＣＳＶ（Ｎ）とＣＳ
Ｖ（Ｎ＋１）の双方が共に既知であるが、室上稜以外の構成点ではＣＳＶ（Ｎ）は既知だ
がＣＳＶ（Ｎ＋１）は未知である。そこで、全ての円周方向位置におけるＶ＿ＣＳＶを求
めるために、未知のＣＳＶ（Ｎ＋１）を決める。
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【０１８９】
　ＣＳＶレベルと肺動脈弁レベル間の長さ｜Ｌ１（Ｎ）｜と長さの変化率Ｌ１ＳＲ（Ｎ）
は、各々の位置ベクトルを用いると下記の式（３２）～式（３４）で定義される。ここで
、｜Ｌ１（Ｎ）｜については動かす前の位置から決まるので既知である。
【０１９０】
【数３２】

【数３３】

【数３４】

【０１９１】
　室上稜でのＬ１ＳＲ（Ｎ）をＬ１ＳＲ（Ｎ）＿ＣＳＶとすると、この位置での長さであ
る｜Ｌ１（Ｎ＋１）＿ＣＳＶ｜と｜Ｌ１（Ｎ）＿ＣＳＶ｜が共に既知であるのを用いて、
下記の式（３５）のように算出される。
【０１９２】
【数３５】

【０１９３】
　一方、他の位置では「Ｌ１ＳＲ（Ｎ）＝Ｌ１ＳＲ（Ｎ）＿ＣＳＶ」の外挿補間処理とし
ているので、「Ｌ１ＳＲ（Ｎ）＝Ｌ１ＳＲ（Ｎ）＿ＣＳＶ＝（｜Ｌ１（Ｎ＋１）｜－｜Ｌ
１（Ｎ）｜）／｜Ｌ１（Ｎ）｜」により、下記の式（３６）が成り立つ。
【０１９４】
【数３６】

【０１９５】
　また、Ｌ１（Ｎ＋１）は、下記の式（３７）で表されるので、ＣＳＶ（Ｎ＋１）は、下
記の式（３８）により得られる。
【０１９６】
【数３７】

【数３８】

【０１９７】
　ＰＶ＿ｉｎ（Ｎ＋１）は、既に得られているので、上記の式によりＶ＿ＣＳＶが決まる
。そして、成分分離を行った動き成分Ｖ＿ＣＳＶｍは、ＣＳＶレベルでの方向ベクトルＮ
ｔ＿ＣＳＶを用いて下記の式（３９）となる。これが第２部位から第１部位へと伝えられ
た補正動き情報Ｖｓ’に対応する（Ｖｓ’＝Ｖ＿ＣＳＶｍ）。
【０１９８】

【数３９】

【０１９９】
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　以上より、Ｖｏ’及びＶｓ’の２つの動き情報がＣＳＶレベルの各位置に対して得られ
ているので、第１の実施形態で説明した式のいずれかの設定を用いて、Ｖｃ１を定義すれ
ば良い。
【０２００】
　そして、推定機能１７２は、ここで得られたＣＳＶレベルの補正動きＶｃ１と、先に得
られた肺動脈弁の弁輪レベルでの補正動き情報Ｖｃ０を用いて、右室流出部の全領域に関
する補正動き情報をレベル間での内挿補間処理により算出する。そして、推定機能１７２
は、この補正動き情報を用いて、右室流出部の全領域の動きを補正する。
【０２０１】
　このように、第２の実施形態に係る推定機能１７２は、大動脈弁の弁輪部位の動き情報
を右室流出部の下端の肺動脈弁の弁輪部位へ外挿補間処理した後に、右室流出部の上部へ
の外挿補間処理を行う。例えば、推定機能１７２は、第２部位が大動脈弁である場合に、
右室流出部の肺動脈弁レベルの一点における第１動き情報及び大動脈弁の弁輪部位におけ
る第２動き情報を用いた外挿補間処理により、肺動脈弁レベルの円周上の他の点の第３動
き情報を算出する。そして、推定機能１７２は、算出した肺動脈弁レベルの円周上の第１
動き情報及び第３動き情報を用いた外挿補間処理により、右室流出部の室上稜レベルの円
周上の各点の第４動き情報を算出する。これにより、第２の実施形態に係る推定機能１７
２は、第２部位として、室上稜及び大動脈弁輪のうち少なくとも一方を用いることで、右
室流出部の全点の動き情報を補正することができる。
【０２０２】
　具体的には、推定機能１７２は、右室流出部の下端部の肺動脈弁輪部位の第１動き情報
と大動脈弁輪部位の第２動き情報から得た補正動き情報を、右室流出部下端部の肺動脈弁
輪部位へ外挿補間処理した後に、外挿補間処理により補正された右室流出部下端部の動き
情報を新たな第２動き情報とし、右室流出部上部の動き情報を新たな第１動き情報として
得た補正動き情報を右室流出部上部へ外挿補間処理を行って補正する。
【０２０３】
　また、例えば、推定機能１７２は、大動脈弁の弁輪部位を設定し、設定した大動脈弁の
弁輪部位の動き情報を、テンプレートマッチングを含む処理により算出する。例えば、推
定機能１７２は、上述した第１設定方法若しくは第２設定方法により大動脈弁の弁輪部位
の初期位置を設定する。そして、推定機能１７２は、大動脈弁の弁輪部位の位置の時相間
における動きを、３次元スペックルトラッキング処理により取得する。これにより、推定
機能１７２は、右室流出部の外部の点を第２部位として用いることができる。
【０２０４】
（第３の実施形態）
　上述した第１及び第２の実施形態では、右室流出部の近傍にあり右室流出部と近しい動
きを示す部位として、室上稜若しくは大動脈弁を個別に用いる場合を説明した。しかしな
がら、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、超音波診断装置１は、右室流
出部の近傍にあり右室流出部と近しい動きを示す部位として、室上稜及び大動脈弁の双方
の動き情報を用いて、右室流出部の動き情報を補正することが可能である。
【０２０５】
　第３の実施形態に係る超音波診断装置１は、図１に示した超音波診断装置１と同様の構
成を備え、推定機能１７２の処理の一部が相違する。そこで、第３の実施形態では、第１
の実施形態と相違する点を中心に説明することとし、第１の実施形態において説明した構
成と同様の機能を有する点については、説明を省略する。
【０２０６】
　第３の実施形態では、まず、第２の実施形態で説明したように、大動脈弁の弁輪部位の
動き情報から右室流出部の肺動脈弁の弁輪部位の動き情報を補正するための動き補正量Ｖ
＿ＡＶを求める。次に、第１の実施形態で説明したように、室上稜の動き情報から右室流
出部の最下位レベルに相当する肺動脈弁の弁輪部位の動き補正量Ｖ＿ＣＳＶを求める。そ
して、Ｖ＿ＡＶとＶ＿ＣＳＶの双方の動き補正情報を用いて、実際の肺動脈弁の弁輪部位
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の補正に用いる合成動き情報であるＶ＿ＰＶを算出する。ここで、Ｖ＿ＰＶを定義する具
体例としては、主に、以下の第１算出方法及び第２算出方法がある。
【０２０７】
　まず、第１算出方法について説明する。第１算出方法では、推定機能１７２は、動きの
重み付け平均により合成動き情報を定義する。例えば、推定機能１７２は、下記の式（４
０）によりＶ＿ＰＶを求める。なお、式（４０）において、αは「０≦α≦１」を満たす
係数である。
【０２０８】
【数４０】

【０２０９】
　式（４０）において、α＝０．５の場合が最も単純な方法である。この場合、Ｖ＿ＡＶ
とＶ＿ＣＳＶの双方の平均動きにより補正を行うことに相当する。
【０２１０】
　一般的には、αを可変設定として双方の動き情報の推定品質に応じて制御する方法があ
る。この場合の推定品質としては、パターンマッチングに基づくスペックルトラッキング
（speckel-tracking）の技術で用いられる公知の指標値（対象部位の輝度値や輝度の空間
的な分散値および、パターンマッチング時の相関係数値など、個々の指標値が動きの品質
に相関する関係にある複数の指標値から重み付け加算などで得られる値：特許文献１を参
照）を用いれば良い。そして肺動脈弁の弁輪部位の品質指標値Ｑ＿ＡＶと、室上稜部位の
品質指標値Ｑ＿ＣＳＶとを用いて、例えば、下記の式（４１）により係数αを与える。こ
こで、Ｑ＿ＡＶとＱ＿ＣＳＶは、共に０～１の値を取るように規格化されているものとす
る。
【０２１１】

【数４１】

【０２１２】
　これにより、Ｖ＿ＡＶとＶ＿ＣＳＶの双方の動き情報のうち、より動き品質が高いと推
定される方の動き情報の重みを大きくした動き補正情報が得られると期待され、入力され
ている画質条件に対してロバストな動きの補正が達成される。
【０２１３】
　次に、第２算出方法について説明する。第２算出方法では、Ｖ＿ＡＶとＶ＿ＣＳＶの双
方の動き量を比較して、大きな方を合成動き情報と定義する。第１算出方法では、動きが
得られた「入力条件」として動き情報の推定品質に応じて合成の仕方を制御するのに対し
、第２算出方法では、得られた「動きの出力情報」そのものを比較する。すなわち、｜Ｖ
＿ＡＶ｜と｜Ｖ＿ＣＳＶ｜のうち、より大きな方を用いて合成動き情報として選択する。
【０２１４】
【数４２】

【０２１５】
　第２算出方法では、Ｖ＿ＡＶとＶ＿ＣＳＶの双方から得られる動きは本来同程度の大き
さを有していると仮定し、より動き量の大きな方が入力されている画質条件に対して、よ
り正確に本来の動きを反映していると考える。第１算出方法に代えて第２算出方法を用い
るメリットとしては、実際の動き品質指標の推定には制約がある点の回避である。例えば
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、多重反射アーティファクトのように安定的に変動しないエコー信号は、実際の対象組織
からのエコー信号との区別が困難であり、品質指標値は高くなるが動きは殆どゼロとなる
ので、どちらか一方の部位にこのようなアーティファクトが存在するとＶ＿ＰＶの値が過
小評価されてしまう。第２算出方法では、このようなケースであってもＶ＿ＰＶとしてよ
り妥当な値が動き情報の推定品質とは独立に得られるようになる。
【０２１６】
　このように、推定機能１７２は、第１算出方法若しくは第２算出方法により右室流出部
における肺動脈弁の弁輪部位の動き補正量Ｖ＿ＰＶを算出する。そして、推定機能１７２
は、第１の実施形態で説明したように室上稜をベースとする動きの外挿補間処理、若しく
は第２の実施形態で説明したように大動脈弁の弁輪部位をベースとする動きの外挿補間処
理により、右室流出部の他の点の動き補正量を外挿補間処理して与えれば良い。
【０２１７】
　この際に、どちらの部位に関する外挿補間処理を用いるかについては、第１算出方法で
は、動き情報の推定品質の高い方を選び、第２算出方法では、Ｖ＿ＰＶの選択に用いた判
定先の部位を適用すれば良い。
【０２１８】
　このように、第３の実施形態に係る超音波診断装置１において、推定機能１７２は、第
２部位として室上稜及び大動脈弁を用いる場合に、室上稜から得られる動き情報と大動脈
弁から得られる動き情報とを組み合わせて第２動き情報を算出する。具体的には、推定機
能１７２は、室上稜及び大動脈弁から得られる動きに関する品質指標を用いて定義される
重みを用いた重み付け平均処理に基づく動き情報、若しくは、室上稜及び大動脈弁から得
られる動きのうち大きさが大きい方の動き情報を、第２動き情報として算出する。これに
より、第３の実施形態に係る超音波診断装置１は、室上稜及び大動脈弁の双方の動き情報
を用いて、右室流出部の動き情報を補正することが可能である。
【０２１９】
（その他の実施形態）
　上述した実施形態以外にも、種々の異なる形態にて実施されてもよい。
【０２２０】
（医用画像処理装置）
　例えば、上述した実施形態では、上述した処理が超音波診断装置１にて実行される場合
を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、超音波診断装置１に
て収集されたボリュームデータを、ワークステーション等の医用画像処理装置へ転送した
上で、上述した処理を医用画像処理装置上で実行しても良い。
【０２２１】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単
位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。更に、各装置にて行われ
る各処理機能は、その全部又は任意の一部が、ＣＰＵ及び当該ＣＰＵにて解析実行される
プログラムにて実現され、或いは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現さ
れ得る。
【０２２２】
　また、上述した実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして
説明した処理の全部又は一部を手動的に行うこともでき、或いは、手動的に行われるもの
として説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、
上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメー
タを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０２２３】
　また、上述した実施形態で説明した医用画像処理方法は、予め用意された医用画像処理
プログラムをパーソナルコンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行する
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ことによって実現することができる。この医用画像処理方法は、インターネット等のネッ
トワークを介して配布することができる。また、この医用画像処理方法は、ハードディス
ク、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読
み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されること
によって実行することもできる。
【０２２４】
　上記説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、ＣＰＵ（Central　Pro
cessing　Unit）、ＧＰＵ（Graphics　Processing　Unit）、或いは、特定用途向け集積
回路（Application　Specific　Integrated　Circuit：ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理
デバイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple　Programmable　Logic　D
evice：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex　Programmable　Logic
　Device：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field　Programma
ble　Gate　Array：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは内部記憶回路１６０
に保存されたプログラムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、内部記憶回路
１６０にプログラムを保存する代わりに、プロセッサの回路内にプログラムを直接組み込
むよう構成しても構わない。この場合、プロセッサは回路内に組み込まれたプログラムを
読み出し実行することで機能を実現する。なお、本実施形態の各プロセッサは、プロセッ
サごとに単一の回路として構成される場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わせて
１つのプロセッサとして構成し、その機能を実現するようにしてもよい。更に、各図にお
ける複数の構成要素を１つのプロセッサへ統合してその機能を実現するようにしてもよい
。
【０２２５】
　以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、右室流出部における動きの解析品
質を向上させることができる。
【０２２６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０２２７】
　　　１　　　超音波診断装置
　１７０　　　処理回路
　１７１　　　取得機能
　１７２　　　推定機能
　１７３　　　算出機能
　１７４　　　出力制御機能
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